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税務情報 

経済産業省からの公表情報 

1. 『「スピンオフ」の活用に関する手引』の改訂

2023 年度税制改正では、スピンオフについて、段階的に事業を切り出そうとす
る企業などが活用できるよう、スピンオフを行う企業に持分を一部残す場合に
ついても、一定の要件を満たす場合には適格組織再編成に該当することとする
パーシャルスピンオフ税制が時限措置として創設されました。 

このパーシャルスピンオフ税制は、2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日ま
での期間（以下、「認定期間」）内に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の
認定を受けて実施するスピンオフについて適用することとされています。 

上記の改正等を踏まえ、経済産業省は 6 月 26 日、スピンオフの円滑な実施を支
援するために公表している以下の手引（2018 年 3 月に初版公表）を改訂しまし
た。 

 「スピンオフ」の活用に関する手引（PDF 2,651KB）

今回の改訂では、パーシャルスピンオフ税制の概要を解説するページ（P.15、16、
70、71）や海外で行われたパーシャルスピンオフ事例を紹介するページ（P.8、
9）が追加されたほか、パーシャルスピンオフ税制の創設に伴う Q&A の追加
（Q26、Q42〜Q45）及び更新（Q27、Q39、Q40 等）が行われています。（改
訂されたページの詳細は、同省のウェブサイト（『「スピンオフ」の活用に関す
る手引』を改訂しました）にまとめられています。）

たとえば、追加された Q&A では、以下の点が解説されています。 

 パーシャルスピンオフ税制の適用を受けるための事業再編計画の認定は、事
前相談から認定までに 3 ヵ月程度要することもあるため、余裕をもって手続
を行う必要がある。（Q42）

 認定期間内に事業再編計画の認定を受けた場合には、スピンオフの実施が
2024 年 4 月 1 日以降であったとしても、パーシャルスピンオフ税制の適用
の対象となる。（Q43）

また、パーシャルスピンオフ税制の適用を受ける場合の事業再編計画の認定に
関する以下の Q&A も公表されました。 
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 パーシャルスピンオフに関する税制措置 Q&A（PDF 390KB）

この Q&A では、パーシャルスピンオフ税制の適用を受けるための産業競争力
強化法関連の要件や事業再編計画の認定申請の際に必要となる添付書類等が、
全 10 問の Q&A を通して解説されています。 

2. オープンイノベーション促進税制に関する申請ガイドラインの公表

2023 年度税制改正では、スタートアップ企業の成長を強力に促す観点から、オ
ープンイノベーション促進税制について、2023 年 4 月 1 日以降にスタートアッ
プ企業の成長に資する M&A（総株主の議決権の過半数の取得）を行った場合、
その取得した発行済株式についても本税制の対象とされることとなりました
（以下、M&A 型）。 

また、M&A 型が認められることとなったことに伴い、既存の資本金の増加を伴
う出資（以下、新規出資型）により取得した株式に係る一件あたりの所得控除
の上限額の見直しも行われています。 

上記の改正を受けて、経済産業省は 3 月 31 日に本税制に関する様々な情報を
集約している「オープンイノベーション促進税制」のページに本税制の概要資
料等を公表しました（*）が、6 月 26 日、新たに改正内容を反映した本税制に関
する以下の 2 つの申請ガイドラインを公表しました。同ページには、2023 年度
税制改正による本税制の主な変更点を簡潔にまとめた資料「オープンイノベー
ション促進税制 2023 年 4 月 1 日以降の主な変更点（令和 5 年度税制改正）」
（PDF 471KB）のほか、関係法令等も掲載されています。 

 オープンイノベーション促進税制（新規出資型）申請ガイドライン（C）（PDF

4,081KB） 

2023 年 4 月 1 日以降に出資した案件に対応した新規出資型に係る申請ガイド
ライン（全 80 ページ）で、本制度の①対象法人（出資側）要件、②スタートア
ップ企業（受け手側）要件、③出資要件及び④手続等について、図表や FAQ を
交えて網羅的に解説されています。

 オープンイノベーション促進税制（M&A 型）申請ガイドライン（PDF

4,941KB） 

2023 年 4 月 1 日以降に M&A した案件（総株主の議決権の過半数を取得）に対
応した M&A 型に係る申請ガイドライン（全 86 ページ）で、本制度の①対象法
人（申請者）要件、②スタートアップ企業要件、③M&A 要件及び④手続等につ
いて、図表や FAQ を交えて網羅的に解説されています。 

（*） 概要資料等の公表については、e-Tax News No.278「経済産業省からの公表
情報」（2023 年 4 月 5 日発行）でお知らせしています。 

*** 

2023 年度税制改正におけるスピンオフ税制及びオープンイノベーション促進
税制への改正の概要については、2022 年 12 月 22 日発行の KPMG Japan Tax 

Newsletter「2023 年度税制改正大綱」でお知らせしています。 
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